菊池市告示第47号
　菊池市クーリングシェルター指定及び運営に関する要綱を次のように定める。
　　令和８年３月24日
菊池市長　　江　頭　　実　　　

菊池市クーリングシェルター指定及び運営に関する要綱
（目的）
第１条　この要綱は、気候変動適応法(平成30年法律第50号。以下「法」という。)第21条の規定に基づき、指定暑熱避難施設(以下「クーリングシェルター」という。)の指定及び運用に関し必要な事項を定め、熱中症による健康被害の発生を防止することを目的とする。
（指定要件）
第２条　クーリングシェルターの指定を受けることができる施設は、次に掲げる要件を全て満たす菊池市内の施設とする。
(1) 適当な冷房設備を有すること。
(2)　次条第１項に規定する運用期間において、同条第３項に規定する開放可能日に施設を市民その他の者(以下「避難者」という。)に無料で開放できること。
(3)　避難者の滞在に必要かつ適切な空間を確保していること。
(4)　避難者が持ち込む熱中症予防のための飲料水等の摂取を可能とすること。
（運用期間及び開放可能日時）
第３条　クーリングシェルターの運用期間は、毎年４月第４水曜日から10月第４水曜日までとする。
２　市長は、気象状況その他の事情により必要があると認めるときは、前項に規定する運用期間外においても臨時に運用期間とすることができる。
３　クーリングシェルターの開放可能日時は、施設の状況に応じて当該施設の管理者(以下「施設管理者」という。)が定める施設の開放日及び時間帯とする。
（指定の手続）
第４条　クーリングシェルターの指定を受けようとする施設管理者は、菊池市クーリングシェルター指定申請書(様式第１号。以下「申請書」という。)により市長に申請するものとする。ただし、市が管理する施設については、この限りではない。
２　市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、菊池市クーリングシェルター指定通知書(様式第２号)により、施設管理者に通知するものとする。
(協定の締結及び有効期間等)
第５条　市長は、前条第２項の規定によりクーリングシェルターの指定をしたときは、法第21条第３項の規定に基づき、当該施設管理者と協定を締結するものとする。
２　前項に規定する協定の有効期間は、協定の締結の日から当該協定の締結の日の属する年度の末日までとする。
３　前項に規定する有効期間の満了の日の１箇月前までに市長又は当該施設管理者から協定を更新しない旨の申出がなかった場合は、当該協定の有効期間を引き続き１年間更新するものとし、以後も同様とする。
(指定施設の変更等)
第６条　施設管理者は、申請書に記載した事項に変更が生じるときは、菊池市クーリングシェルター指定変更届出書(様式第３号)により、あらかじめ市長に届け出なければならない。
２　市長は、前項の規定による届出があったときは、届出内容に基づき協定を変更するものとする。
(指定の取消し等)
第７条　市長は、クーリングシェルターが次のいずれかに該当するときは、当該指定を取り消し、協定を廃止するものとする。
(1)　施設管理者から指定の廃止の申出があったとき。
(2)　法第22条第１項第１号若しくは第２号又は同条第２項に該当するとき。
(3)　その他指定を継続することが適当でないと市長が認めたとき。
(施設の協力事項)
第８条　施設管理者は、市の要請に応じ、可能な範囲で次に掲げる事項に協力するものとする。
(1)　案内ポスター、のぼり旗等を掲示し、クーリングシェルターであることを明らかにすること。
(2)　熱中症予防に関する啓発チラシを掲示すること。
(3)　椅子等の休憩用設備の設置をすること。
(4)　その他市長が必要と認める事項
(その他)
第９条　この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附　則
この要綱は、告示の日から施行する。





